
長野県喀痰吸引業務の登録申請等実施要綱 新旧対照表 

 

新 旧 

長野県喀痰吸引等業務の登録申請等実施要綱 

 

平成 24年３月６日 23 健長介第 557号、23障第 626号 

一部改正 平成 25年２月５日 24 健長介第 580号、24障第 529号 

一部改正 平成 26年３月 18日 25 健長介第 656号、25障第 602号 

一部改正 平成 30年８月 21日 30介第 261号、30障第 406号 

一部改正 令和元年 12月 14 日元介第 443号、元障第 660号 

一部改正 令和３年２月 18 日２介第 683号、２障第 745号 

一部改正 令和４年４月１日４介第 291号、４障第 290号 

一部改正 令和８年６月 29 日８介第 319号、８障第 300号 

 

 

第１～第 18 （略） 

 

附 則 

（略） 

この要綱は、令和８年７月１日から適用する。 

長野県喀痰吸引等業務の登録申請等実施要綱 

 

平成 24年３月６日 23 健長介第 559号、23障第 626号 

一部改正 平成 25年２月５日 24 健長介第 580号、24障第 529号 

一部改正 平成 26年３月 18日 25 健長介第 656号、25障第 602号 

一部改正 平成 30年８月 21日 30介第 261号、30障第 406号 

一部改正 令和元年 12月 14 日元介第 443号、元障第 660号 

一部改正 令和３年２月 18 日２介第 683号、２障第 745号 

一部改正 令和４年４月１日４介第 291号、４障第 290号 

 

 

 

第１～第 18 （略） 

 

附 則 

（略） 

 



介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿（様式１－２） 新旧対照表 
 

新 旧 

 

 

様
式
１
－
２

介
護

福
祉

士
・

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
 
名

簿

A
B

C
D

E

備
考

※
１
　
「
番
号
」
の
欄
は
各
事
業
者
に
お
け
る
任
意
の
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
　
看
護
師
等
の
免
許
を
も
っ
て
介
護
職
員
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
保
有
資
格
名
及
び
登
録
番
号
等
を
介
護
福
祉
士
登
録
証
番
号
記
載
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
　
「
修
了
研
修
課
程
」
に
は
、
当
該
者
が
修
了
し
た
研
修
課
程
等
の
番
号
（
①
～
⑤
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

①
喀
痰
吸
引
及
び
経
管
栄
養
の
全
て
：
省
令
別
表
第
一
号
研
修
（
不
特
定
多
数
の
者
対
象
）

②
喀
痰
吸
引
等
の
う
ち
口
腔
又
は
鼻
腔
に
お
い
て
行
わ
れ
る
喀
痰
吸
引
及
び
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
：
省
令
別
表
第
二
号
研
修
（
不
特
定
多
数
の
者
対
象
）

③
各
喀
痰
吸
引
等
行
為
の
個
別
研
修
：
省
令
別
表
第
三
号
研
修
（
特
定
の
者
対
象
）

④
-
１

経
過
措
置
対
象
者
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
経
過
措
置
）

④
-
２

経
過
措
置
対
象
者
（
平
成
2
3
年
度
研
修
又
は
国
の
試
行
事
業
に
よ
る
不
特
定
多
数
の
者
対
象
の
研
修
と
同
等
の
内
容
を
修
了
し
た
場
合
）

④
-
３

経
過
措
置
対
象
者
（
在
宅
ケ
ア
又
は
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
経
過
措
置
）

④
-
４

経
過
措
置
対
象
者
（
平
成
2
3
年
度
研
修
又
は
国
の
試
行
事
業
に
よ
る
特
定
の
者
対
象
の
研
修
と
同
等
の
内
容
を
修
了
し
た
場
合
）

⑤
介
護
福
祉
士
の
養
成
課
程
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
科
目
を
修
了
し
た
者

※
４
　
「
修
了
研
修
課
程
」
に
お
い
て
③
、
④
-
3
、
④
-
4
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
対
象
者
氏
名
（
特
定
の
者
）
」
に
対
象
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
５
「
修
了
し
た
実
地
研
修
の
種
別
」
に
は
実
地
研
修
の
種
類
を
以
下
か
ら
選
択
し
、
該
当
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
Ａ
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ａ
２
）

　
　
Ｂ
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ｂ
２
）

　
　
Ｃ
　
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ｃ
２
）

　
　
Ｄ
　
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
注
）

　
　
Ｅ
　
経
鼻
経
管
栄
養
　

※
６
　
「
修
了
年
月
日
」
に
は
実
地
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
(
喀
痰
吸
引
等
研
修
を
受
講
し
た
場
合
は
、
修
了
証
に
あ
る
修
了
年
月
日
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

修
了
し
た
実
地

研
修
の
種
別

※
５

実
地
研
修
実
施
機
関
名
称

修
了
年
月
日

※
６

対
象
者
氏
名

（
特
定
の
者
）

※

４

修
了
研
修

課
程

※
３

生
年
月
日

登
録
年
月
日

認
定

証
登

録
番

号
登
録
年
月
日

介
護

福
祉

士
登

録
証

登
録

番
号

※
２

番
号

※
1

氏
　
名

　
　
　
　
「
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
滴
下
の
み
）
」
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
Ｄ
３
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
(
注
)
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
経
過
措
置
の
適
用
の
み
に
よ
り
「
胃
ろ
う
（
チ
ュ
ー
ブ
の
接
続
、
注
入
開
始
を
除
く
）
」
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
Ｄ
２
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
「
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
半
固
形
栄
養
剤
の
み
）
」
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
Ｄ
４
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
１
－
２

介
護

福
祉

士
・

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
 
名

簿

A
B

C
D

E

備
考

※
１
　
「
番
号
」
の
欄
は
各
事
業
者
に
お
け
る
任
意
の
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
　
看
護
師
等
の
免
許
を
も
っ
て
介
護
職
員
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
保
有
資
格
名
及
び
登
録
番
号
等
を
介
護
福
祉
士
登
録
証
番
号
記
載
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
　
「
修
了
研
修
課
程
」
に
は
、
当
該
者
が
修
了
し
た
研
修
課
程
等
の
番
号
（
①
～
⑤
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

①
喀
痰
吸
引
及
び
経
管
栄
養
の
全
て
：
省
令
別
表
第
一
号
研
修
（
不
特
定
多
数
の
者
対
象
）

②
喀
痰
吸
引
等
の
う
ち
口
腔
又
は
鼻
腔
に
お
い
て
行
わ
れ
る
喀
痰
吸
引
及
び
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
：
省
令
別
表
第
二
号
研
修
（
不
特
定
多
数
の
者
対
象
）

③
各
喀
痰
吸
引
等
行
為
の
個
別
研
修
：
省
令
別
表
第
三
号
研
修
（
特
定
の
者
対
象
）

④
-１

経
過
措
置
対
象
者
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
経
過
措
置
）

④
-２

経
過
措
置
対
象
者
（
平
成
23年

度
研
修
又
は
国
の
試
行
事
業
に
よ
る
不
特
定
多
数
の
者
対
象
の
研
修
と
同
等
の
内
容
を
修
了
し
た
場
合
）

④
-３

経
過
措
置
対
象
者
（
在
宅
ケ
ア
又
は
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
経
過
措
置
）

④
-４

経
過
措
置
対
象
者
（
平
成
23年

度
研
修
又
は
国
の
試
行
事
業
に
よ
る
特
定
の
者
対
象
の
研
修
と
同
等
の
内
容
を
修
了
し
た
場
合
）

⑤
介
護
福
祉
士
の
養
成
課
程
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
科
目
を
修
了
し
た
者

※
４
　
「
修
了
研
修
課
程
」
に
お
い
て
③
、
④
-3、

④
-4を

選
択
し
た
場
合
は
、
「
対
象
者
氏
名
（
特
定
の
者
）
」
に
対
象
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
５
「
修
了
し
た
実
地
研
修
の
種
別
」
に
は
実
地
研
修
の
種
類
を
以
下
か
ら
選
択
し
、
該
当
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
Ａ
　
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ａ
２
）

　
　
Ｂ
　
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ｂ
２
）

　
　
Ｃ
　
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
の
研
修
も
修
了
し
て
い
る
場
合
は
Ｃ
２
）

　
　
Ｄ
　
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
注
）

　
　

　
(
注

)
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の
経

過
措

置
の

適
用

の
み

に
よ

り
「

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
」

の
認

定
を

受
け

た
者

は
、

「
胃

ろ
う

（
チ

ュ
ー

ブ
の

接
続

、
注

入
開

始
を

除
く

）
」

た
め

、
Ｄ

２
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　
Ｅ
　
経
鼻
経
管
栄
養
　

※
６
　
「
修
了
年
月
日
」
に
は
実
地
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
(喀

痰
吸
引
等
研
修
を
受
講
し
た
場
合
は
、
修
了
証
に
あ
る
修
了
年
月
日
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
年
月
日

認
定

証
登

録
番

号
登
録
年
月
日

介
護

福
祉

士
登

録
証

登
録

番
号

※
２

番
号

※
1

氏
　
名

修
了
し
た
実
地

研
修
の
種
別

※
５

実
地
研
修
実
施
機
関
名
称

修
了
年
月
日

※
６

対
象
者
氏
名

（
特
定
の
者
）

※

４

修
了
研
修

課
程

※
３

生
年
月
日



認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第一号、第二号研修修了者）（様式４－１） 新旧対照表 

新 旧 

 

 

様式４－１ 

（表面） 

 

 

認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 認 定 証 

（省令別表第一号、第二号研修修了者） 

                        

氏名 

生年月日 

 

   登  録  年  月  日 

   登   録   番  号 

   特 定 行 為 種 別  

 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

     経鼻経管栄養 

   

上記の者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）附則第 10条 

に定める認定特定行為業務従事者であることを証明する。 

 

    年  月  日 

 

長野県知事           ○印  

 

 

（裏面） 

 

（注意） 

１）この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。 

２）この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。 

３）この証明書は新たな証明書の交付をうけたとき、資格を失ったときは、

直ちに発行者に返納しなければならない。 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 

様式４－１ 

（表面） 

 

 

認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 認 定 証 

（省令別表第一号、第二号研修修了者） 

                        

氏名 

生年月日 

 

   登  録  年  月  日 

   登   録   番  号 

   特 定 行 為 種 別  

 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ） 

     経鼻経管栄養 

   

上記の者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）附則第 10条 

に定める認定特定行為業務従事者であることを証明する。 

 

    年  月  日 

 

長野県知事           ○印  

 

 

（裏面） 

 

（注意） 

１）この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。 

２）この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。 

３）この証明書は新たな証明書の交付をうけたとき、資格を失ったときは、

直ちに発行者に返納しなければならない。 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 



認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第三号研修修了者）（様式４－２） 新旧対照表 

新 旧 

  様式４－２ 

（表面） 

 

 

認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 認 定 証 

（省令別表第三号研修修了者） 

 

                       氏名 

生年月日 

 

   登  録  年  月  日 

   登   録   番  号 

   対  象  者  氏  名 

特 定 行 為 種 別 

 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

     経鼻経管栄養 

 

  上記の者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）附則第 10条 

に定める認定特定行為業務従事者であることを証明する。 

 

     年  月  日 

 

長野県知事           ○印  

 

 

（裏面） 

 

（注意） 

１）この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。 

２）この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。 

３）この証明書は新たな証明書の交付をうけたとき、資格を失ったときは、

直ちに発行者に返納しなければならない。 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 

様式４－２ 

（表面） 

 

 

認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 認 定 証 

（省令別表第三号研修修了者） 

 

                       氏名 

生年月日 

 

   登  録  年  月  日 

   登   録   番  号 

   対  象  者  氏  名 

特 定 行 為 種 別 

 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ） 

     胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤のみ） 

     経鼻経管栄養 

 

  上記の者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号）附則第 10条 

に定める認定特定行為業務従事者であることを証明する。 

 

     年  月  日 

 

長野県知事           ○印  

 

 

（裏面） 

（注意） 

１）この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。 

２）この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。 

３）この証明書は新たな証明書の交付をうけたとき、資格を失ったときは、

直ちに発行者に返納しなければならない。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 



認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第一号、第二号研修修了者）（様式５－１） 新旧対照表 

新 旧 

  

様式５－１ 

 
受付番号  

  

長野県収入証紙貼付欄  

（1,700 円分） 

 
 

注意：収入印紙ではありません。重ねて貼付しないでください。 

 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 

（省令別表第一号、第二号研修修了者） 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

 社会福祉士及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、下記のとお

り、関係書類を添えて申請します。 

記 

申 

請 

者 

フリガナ   

生年月日       年  月  日 
氏  名    

フリガナ  

現住所 

〒   － 

 

 

電話番号 （自宅）  （携帯）  

勤務先 （名称）  （電話番号）  

研
修
機
関 

研修機関名 
（注１） 

  

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為 

認定を受けようとする特定行為（喀痰吸引等の行為） 
＊該当する特定行為の右欄に○を記載してください。 

研修修了年月日 
（注２） 

修了証明書番号 
（注２） 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（注３）    

※ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ）    

５．経鼻経管栄養    

（注１） 研修修了証明書に記載のある研修機関名を記載してください。 

（注２） 研修修了証明書に記載している日付と番号を記載してください。 

（注３） 滴下及び半固形栄養剤両者を修了した場合に記載してください。 
 

添付書類 

１ 住民票の写し（原本）  

２ 社会福祉士法及び介護福祉士法附則第 11 条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 添付資料① 

３ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

４ 返信用封筒 

５ 認定特定行為業務従事者認定証の写し（所持者のみ） 
 

様式５－１ 

 
受付番号  

  

長野県収入証紙貼付欄  

（1,700 円分） 

 
 

注意：収入印紙ではありません。重ねて貼付しないでください。 

 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 

（省令別表第一号、第二号研修修了者） 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

 社会福祉士及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、下記のとお

り、関係書類を添えて申請します。 

記 

申 

請 

者 

フリガナ   

生年月日       年  月  日 
氏  名    

フリガナ  

現住所 

〒   － 

 

 

電話番号 （自宅）  （携帯）  

勤務先 （名称）  （電話番号）  

研
修
機
関 

研修機関名 
（注１） 

  

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為 

認定を受けようとする特定行為（喀痰吸引等の行為） 
＊該当する特定行為の右欄に○を記載してください。 

研修修了年月日 
（注２） 

修了証明書番号 
（注２） 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養    

５．経鼻経管栄養    

（注１） 研修修了証明書に記載のある研修機関名を記載してください。 

（注２） 研修修了証明書に記載している日付と番号を記載してください。 
 

添付書類 

１ 住民票の写し（原本）  

２ 社会福祉士法及び介護福祉士法附則第 11 条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 添付資料① 

３ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

４ 返信用封筒 

５ 認定特定行為業務従事者認定証の写し（所持者のみ） 
 



認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(省令別表第三号研修修了者）（様式５－２） 新旧対照表 

新 旧 

  

様式５－２ 受付番号  

 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 

（省令別表第三号研修修了者） 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

 社会福祉士法及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、下記のと

おり、関係書類を添えて申請します。 

記 

申
請
者 

フリガナ   

生年月日     年   月  日 
氏  名    

フリガナ  

現住所 

〒   － 

 

 

電話番号 （自宅）  （携帯）  

勤務先 （名称）  （電話番号）  

研
修
機
関 

研修機関名
（注１） 

  

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為 

特定の対象者氏名（注２）  

認定を受けようとする特定行為（喀痰吸引等の行為） 
＊該当する特定行為の右欄に○を記載してください。 

研修修了年月日 
（注３） 

修了証明書番号 
（注３） 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（注４）    

 ※ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ）    

 ※ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤のみ）     

５．経鼻経管栄養    

 

（注１） 研修修了証明書に記載のある研修機関名を記載してください。 

（注２） 複数の対象者に対して認定を受ける場合は、その対象者ごと申請書を作成してください。 

（注３） 研修修了証明書に記載している日付と番号を記載してください。 

（注４） 滴下及び半固形栄養剤両者を修了した場合に記載してください。 

 

添付書類 

１ 住民票の写し（原本）  

２ 申請者が法附則第４条第３項各号の規程に該当しないことを誓約する書面 添付資料① 

３ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

４ 返信用封筒 
 

様式５－２ 受付番号  

 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 

（省令別表第三号研修修了者） 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

 社会福祉士法及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、下記のと

おり、関係書類を添えて申請します。 

記 

申
請
者 

フリガナ   

生年月日     年   月  日 
氏  名    

フリガナ  

現住所 

〒   － 

 

 

電話番号 （自宅）  （携帯）  

勤務先 （名称）  （電話番号）  

研
修
機
関 

研修機関名
（注１） 

  

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為 

特定の対象者氏名（注２）  

認定を受けようとする特定行為（喀痰吸引等の行為） 
＊該当する特定行為の右欄に○を記載してください。 

研修修了年月日 
（注３） 

修了証明書番号 
（注３） 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養    

５．経鼻経管栄養    

 

（注１） 研修修了証明書に記載のある研修機関名を記載してください。 

（注２） 複数の対象者に対して認定を受ける場合は、その対象者ごと申請書を作成してください。 

（注３） 研修修了証明書に記載している日付と番号を記載してください。 

 

添付書類 

１ 住民票の写し（原本）  

２ 申請者が法附則第４条第３項各号の規程に該当しないことを誓約する書面 添付資料① 

３ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

４ 返信用封筒 

 
 



認定特定行為業務従事者認定証登録簿（様式６） 新旧対照表 

新 旧 

 

 

（
様

式
６

）

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
認

定
証

 登
録

簿

認
定

証
登

録
番

号
氏

名
登

録
年

月
日

生
年

月
日

住
所

修
了

研
修

種
別

経
過

措
置

の
種

類
実

施
行

為
種

別
特

定
行

為
の

認
定

日
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）

認
定

証
の

発
行

日

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
滴

下
の

み
）

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
半

固
形

栄
養

剤
の

み
）

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
滴

下
の

み
）

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
半

固
形

栄
養

剤
の

み
）

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
滴

下
の

み
）

　
※

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（
半

固
形

栄
養

剤
の

み
）

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

備
考
１
　
「
修
了
研
修
種
別
」
に
は
、
当
該
者
が
修
了
し
た
研
修
課
程
(
１
)
～
（
４
）
及
び
経
過
措
置
区
分
ア
～
ク
を
記
載
し
て

　
　
　
く
だ
さ
い
。

　
　
３
　
「
修
了
研
修
種
別
」
に
お
い
て
「
（
３
）
第
三
号
研
修
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
対
象
者
氏
名
（
特
定
の
者
）
」
に

　
　
　
実
地
研
修
を
行
っ
た
対
象
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
　
（
「
（
４
）
経
過
措
置
」
を
選
択
し
た
者
で
、
対
象
者

　
　
　
が
限
定
さ
れ
る
場
合
も
同
様
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

　
　
２
　
「
実
施
行
為
種
別
」
に
は
研
修
を
修
了
し
た
行
為
の
「
特
定
行
為
の
認
定
日
」
の
欄
に
認
定
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ

　
　
　
い
。

※
１
．
人
工
呼
吸
器
装
着
者
へ
の
喀
痰
吸
引
に
関
す
る
演
習
、
実
習
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
分
に

「
○
」
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
４
　
｢
認
定
証
発
行
日
」
は
、
書
換
交
付
を
行
っ
た
場
合
を
含
め
、
最
終
の
発
行
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
(
１
）
第
一
号
研
修
 
 
（
２
）
第
二
号
研
修
 
（
３
）
第
三
号
研
修
 
（
４
）
経
過
措
置

※
２
．
経
過
措
置
の
適
用
に
よ
り
「
胃
ろ
う
ま
た
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
」
の
特
定
行
為
に
つ
い
て
従
事
者
の
認
定
を

受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
「
胃
ろ
う
」
の
み
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
そ
の
区
分
に
「
○
」
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
経
過

措
置

の
種

類
〕

【
ア

Ａ
Ｌ
Ｓ

】
Ａ
Ｌ
Ｓ
（
筋
萎
縮
性

側
索
硬

化
症
）

患
者
の

在
宅
療

養
の
支

援
に
つ

い
て

【
イ

特
別
支

援
学

校
】

盲
・
聾
・
養

護
学
校

に
お
け

る
た
ん

の
吸
引

等
の
取

扱
い
に

つ
い
て

【
ウ

在
宅

】
在

宅
に

お
け

る
Ａ

Ｌ
Ｓ

以
外
の

療
養
患

者
・
障

害
者
に

対
す
る

た
ん
の

吸
引
の

取
扱
い

に
つ
い

て

【
エ

特
養

】
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

に
お
け

る
た
ん

の
吸
引

等
の
取

扱
い
に

つ
い
て

【
オ

モ
デ
ル

事
業

（
不
特

定
）

】
介
護
職
員
に
よ
る
た

ん
の
吸

引
等
の

試
行
事

業
（
不

特
定
多

数
の
者

対
象
）

【
カ

研
修
（

不
特

定
）

】
平
成
23
年

度
介

護
職
員

等
に
よ

る
た
ん

の
吸
引

等
の
実

施
の
た

め
の
研

修
事
業

（
不

特
定
多

数
の
者

対
象
）

の
実
施

に
つ
い

て
【

キ
モ
デ
ル

事
業

（
特
定

）
】

介
護

職
員

に
よ

る
た
ん

の
吸
引

等
の
試

行
事
業

（
特
定

の
者
対

象
）

【
ク

研
修
（

特
定

）
】

平
成
23年

度
介

護
職
員

等
に
よ

る
た
ん

の
吸
引

等
の
実

施
の
た

め
の
研

修
事
業

（
特
定

の
者
対

象
）

の
実
施
に

つ
い
て

（
様

式
６

）

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
認

定
証

 登
録

簿

認
定

証
登

録
番

号
氏

名
登

録
年

月
日

生
年

月
日

住
所

修
了

研
修

種
別

経
過

措
置

の
種

類
実

施
行

為
種

別
特

定
行

為
の

認
定

日
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）

認
定

証
の

発
行

日

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

　
１

．
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
２

．
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引

　
※

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
３

．
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引

　
※

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
４

．
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
※

胃
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
５

．
経

鼻
経

管
栄

養

　
　

４
　

｢
認

定
証

発
行

日
」

は
、

書
換

交
付

を
行

っ
た

場
合

を
含

め
、

最
終

の
発

行
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

　
　

(
１

）
第

一
号

研
修

 
 
（

２
）

第
二

号
研

修
 
（

３
）

第
三

号
研

修
 
（

４
）

経
過

措
置

※
２

．
経

過
措

置
の

適
用

に
よ

り
「

胃
ろ

う
ま

た
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

」
の

特
定

行
為

に
つ

い
て

従
事

者
の

認
定

を
受

け
た

者
で

あ
っ

て
、

「
胃

ろ
う

」
の

み
の

認
定

を
受

け
て

い
る

も
の

は
そ

の
区

分
に

「
○

」
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

備
考

１
　

「
修

了
研

修
種

別
」

に
は

、
当

該
者

が
修

了
し

た
研

修
課

程
(
１

)
～

（
４

）
及

び
経

過
措

置
区

分
ア

～
ク

を
記

載
し

て
　

　
　

く
だ

さ
い

。

　
　

３
　

「
修

了
研

修
種

別
」

に
お

い
て

「
（

３
）

第
三

号
研

修
」

を
選

択
し

た
場

合
は

、
「

対
象

者
氏

名
（

特
定

の
者

）
」

に
　

　
　

実
地

研
修

を
行

っ
た

対
象

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
（

「
（

４
）

経
過

措
置

」
を

選
択

し
た

者
で

、
対

象
者

　
　

　
が

限
定

さ
れ

る
場

合
も

同
様

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）

　
　

２
　

「
実

施
行

為
種

別
」

に
は

研
修

を
修

了
し

た
行

為
の

「
特

定
行

為
の

認
定

日
」

の
欄

に
認

定
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

　
　

　
い

。

※
１

．
人

工
呼

吸
器

装
着

者
へ

の
喀

痰
吸

引
に

関
す

る
演

習
、

実
習

を
修

了
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

そ
の

区
分

に
「

○
」

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
経

過
措

置
の

種
類

〕

【
ア

Ａ
Ｌ

Ｓ
】

Ａ
Ｌ

Ｓ
（

筋
萎

縮
性

側
索

硬
化

症
）

患
者

の
在

宅
療

養
の

支
援

に
つ

い
て

【
イ

特
別
支

援
学

校
】

盲
・
聾
・
養

護
学
校

に
お
け

る
た
ん

の
吸
引

等
の
取

扱
い
に

つ
い
て

【
ウ

在
宅

】
在

宅
に

お
け

る
Ａ

Ｌ
Ｓ

以
外

の
療

養
患

者
・

障
害

者
に

対
す

る
た

ん
の

吸
引

の
取

扱
い

に
つ

い
て

【
エ

特
養

】
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

に
お
け

る
た
ん

の
吸
引

等
の
取

扱
い
に

つ
い
て

【
オ

モ
デ

ル
事

業
（

不
特

定
）

】
介

護
職

員
に

よ
る

た
ん

の
吸

引
等

の
試

行
事

業
（

不
特

定
多

数
の

者
対

象
）

【
カ

研
修

（
不

特
定

）
】

平
成

2
3
年

度
介

護
職

員
等

に
よ

る
た

ん
の

吸
引

等
の

実
施

の
た

め
の

研
修

事
業

（
不

特
定
多

数
の
者

対
象
）

の
実
施

に
つ
い

て
【

キ
モ

デ
ル

事
業

（
特

定
）

】
介

護
職

員
に

よ
る

た
ん

の
吸

引
等

の
試

行
事

業
（

特
定

の
者

対
象

）

【
ク

研
修

（
特

定
）

】
平

成
2
3
年

度
介

護
職

員
等

に
よ

る
た

ん
の

吸
引

等
の

実
施

の
た

め
の

研
修

事
業

（
特

定
の

者
対

象
）

の
実
施
に

つ
い
て



認定特定行為業務従事者認定証特定行為変更届出書兼書換交付申請書（様式７－２） 新旧対照表 

新 旧 

 

 
様式７－２ 

 
受付番号  

  

長野県収入証紙貼付欄  

（800 円分） 

 
 

＊不特定多数の者対象の認定証（第一号研修又は第二号研修修了者を含む。）の書換交付を受ける場合のみ収入証紙を貼付してください。 

 

認定特定行為業務従事者認定証 特定行為変更届出書 兼書換交付申請書 

 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

  社会福祉士及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定について、認定を受けた

特定行為の内容を変更するため届出ます。 

記 

認定証登録番号  
登 録 

年月日 
       年  月  日 

申 

請 

者 

フリガナ   
生年 

月日 
  年  月  日 

氏  名    

フリガナ  

現住所 
〒   － 

 

電話番号 （自宅） （携帯） 

勤務先 （名称） （電話番号） 

研

修 

機

関 

研修機関名   

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

特 

定 

行 

為 

追加して認定を受けようとする特定行為 
（既に認定を受けている特定行為に○を、新たに追加して認定を受ける特定行

為に◎を記載してください。） 
研修修了年月日 修了証明書番号 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養    

 ※ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ）    

 ※ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤のみ）    

５．経鼻経管栄養    

特定の対象者氏名  

（注１） この届出で行う変更届の種類 

第二号研修修了者が、第一号研修を修了した場合 

    第一号研修修了者（又は第二号研修修了者）が、人工呼吸器装着者に対する特定行為を追加した場合 

     第三号研修修了者が、既に認定証の交付を受けている同じ特定の対象者に対し、特定行為を追加した場合 

添付書類 

１ 認定特定行為業務従事者認定証（原本） 

２ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

３ 返信用封筒 
 

様式７－２ 

 
受付番号  

  

長野県収入証紙貼付欄  

（800 円分） 

 
 

＊不特定多数の者対象の認定証（第一号研修又は第二号研修修了者を含む。）の書換交付を受ける場合のみ収入証紙を貼付してください。 

 

認定特定行為業務従事者認定証 特定行為変更届出書 兼書換交付申請書 

 

  年  月  日 

 長 野 県 知 事  様 

  社会福祉士及び介護福祉士法附則第 11 条に定める認定特定行為業務従事者の認定について、認定を受けた

特定行為の内容を変更するため届出ます。 

記 

認定証登録番号  
登 録 

年月日 
       年  月  日 

申 

請 

者 

フリガナ   
生年 

月日 
  年  月  日 

氏  名    

フリガナ  

現住所 
〒   － 

 

電話番号 （自宅） （携帯） 

勤務先 （名称） （電話番号） 

研

修 

機

関 

研修機関名   

研修機関 

所在地 

〒   － 

 

特 

定 

行 

為 

追加して認定を受けようとする特定行為 
（既に認定を受けている特定行為に○を、新たに追加して認定を受ける特定行

為に◎を記載してください。） 
研修修了年月日 修了証明書番号 

１．口腔内の喀痰吸引    

 ※ 口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

２．鼻腔内の喀痰吸引    

 ※ 鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引    

 ※ 気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者）    

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養    

５．経鼻経管栄養    

特定の対象者氏名  

（注１） この届出で行う変更届の種類 

第二号研修修了者が、第一号研修を修了した場合 

    第一号研修修了者（又は第二号研修修了者）が、人工呼吸器装着者に対する特定行為を追加した場合 

     第三号研修修了者が、既に認定証の交付を受けている同じ特定の対象者に対し、特定行為を追加した場合 

 

添付書類 

１ 認定特定行為業務従事者認定証（原本） 

２ 喀痰吸引等研修修了証明書の写し 

３ 返信用封筒 
 


